
令和８年度

移住・定住促進支援事業

応募要領

丹波地域での移住後の暮らしを体験、体感できるツアー等の事業の実施に要する経

費の一部を補助します。

募集受付期間

令和８年４月 17日（金）～令和９年２月５日（金）

兵庫県丹波県民局県民躍動室地域共創課



令和８年度 移住・定住促進支援事業

応募要領

１ 事業目的

 近年、田舎暮らしや地方移住が注目される中で、移住後の暮らしなどを体験したいというニ

ースが高まっています。移住後の生活イメージをより現実的に描き、移住前後のギャップを減

らすことで、移住等の促進が期待されます。

そこで、丹波県民局では、丹波篠山市及び丹波市（以下あわせて「丹波地域」という。）にお

ける移住・定住に向けたツアー等の事業を支援することとし、当該事業を実施する事業者を募

集します。

２ 補助対象者

  丹波地域に本店又は活動拠点を有し、移住・定住を促進する事業を扱う中小企業、中小企業

団体（事業協同組合等）、小規模事業者、個人事業主等（地域団体や農業従事者等を含む）。

ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。

（１）政治、宗教、選挙活動又はこれらの団体の宣伝活動を行う者

（２）反社会的活動又は公序良俗に反する活動を行う者

（３）その他事業の趣旨に適合しないと認められる者

３ 補助対象事業

 丹波地域への移住・定住に向けて、補助対象者が取り組む、以下の全ての要件に該当する事

業であること。

（１）１つの旅程において、複数のコンテンツを提供する事業であること。

（２）前項のコンテンツは、先輩移住者や地元住民との交流会、古民家見学等、参加者が丹波地

域での移住後の暮らしを体験、体感できるものであること。

（３）丹波地域内で開催される事業であること。

（４）旅程は日帰りまたは一泊二日であること。

４ 補助対象外事業

（１）観光ツアー等、移住・定住の促進を目的としない事業

（２）政治、宗教、選挙活動又はこれらの宣伝を目的とする事業

（３）反社会的活動又は公序良俗に反する活動を目的とする事業

（４）単なる備品購入等で完結する事業

（５）県又は県の外部団体から他の助成金を受けている事業

（６）その他趣旨に適合しないと認められる事業

５ 補助対象となる事業の実施期間

交付決定の日～令和９年３月31日（水）

  事業着手は交付決定後とし、上記実施期間内に支払を終えた経費が対象となります。

６ 支援内容

（１）補助額

                                ※千円未満切捨

旅程 補助額

日帰り １補助事業者あたり補助対象経費の１／２以内で８万円を上限

一泊二日 １補助事業者あたり補助対象経費の１／２以内で16万円を上限



（２）補助対象経費

丹波地域への移住・定住を促進する事業実施に係る下記の経費

対象経費 対象経費の例示

① 謝金等 交流会での講師、古民家見学等での案内人等への謝礼・旅費

② 人件費･旅費 当日の運営スタッフ(補助対象者の構成員を除く)にかかる人件費･旅費

③ 宿泊費 参加者の宿泊に要する経費(旅程が一泊二日の事業のみ)

④ 印刷費 参加者募集にかかるポスター、チラシの作成経費

⑤ 需用費 用紙、文具等の事業に必要な消耗品の購入経費

⑥ 役務費 郵送代等通信、運搬に要する経費、振込手数料

⑦ 宣伝費 新聞・雑誌・ネット広告等に要する経費

⑧ 使用料 バス、レンタカー借上げ費、会場、設備、物品の使用料

⑨ その他特に県民局長が必要と認めるもの

※ 消費税納税義務者の場合は、当該補助対象事業費に仕入れに係る消費税等相当額が

あれば、これを補助対象外経費として申請してください。

※ 補助対象とならない経費の例示は下記をご覧ください。対象経費であるか不明な場

合はお問い合わせください。

補助対象とならない経費の例示

① 食糧費・・・旅程中の弁当、食事、茶菓代 等

② 需用費・・・参加者への販売物の仕入れ材料費

③ 委託料・・・活動の大半を占める専門業者に対する業務委託代金 等

④ 使用料・・・補助対象者の構成員等が所有する物品に係る使用料 等

⑤ 備品購入費・・・恒常的な事務事業の執行・管理等に用いるもの 等

⑥ 恒常的な運営費（補助対象者の構成員にかかる人件費･旅費、事務所の賃借料等）

⑦ 使途が不明な経費（領収書がない経費等）

⑧ 補助金交付決定以前に発注した経費

⑨ その他、事業実施に必要と認められない経費

７ 補助事業の募集受付期間

 令和８年４月17日（金）～令和９年２月５日（金）

  ※予算に達し次第募集を終了します。

８ 採択事業の決定について

申請種類の到達の日から起算して15日以内（休日及び補正に要する日数は含まない）に、県

民局において事業の内容や効果等を審査のうえ採択事業を決定し、通知及び交付決定の手続を

行います。審査の結果、採択しない場合がありますので、ご留意ください。審査は応募があり

次第、随時実施します。

［ 審査において考慮される主な事項 ］

（１）プログラムの内容（多くの参加者を集めることができる内容か。）

（２）移住・定住への貢献性（移住・定住を促進することに効果的な内容であるか。）

９ 補助事業の採択件数

旅程 件数

日帰り 10件

一泊二日 ５件



10 実績報告

  補助事業が完了した日から３０日以内または令和９年４月９日（金）のいずれか早い日まで

に実績報告書を提出してください。提出された実績報告書、収支決算書、証拠書類（契約書、

請求書、領収書の写し等）や写真、記事、チラシ等印刷物に基づき実績を確認します。なお、

後日、証拠書類（同上）の正本などの検査を行う場合があります。

11 補助金の支払

実績報告書を精査のうえ、補助金額を確定し、補助金請求書に基づき指定の口座に振り込み

ます（精算払）。ただし、事業の一部が終了した又は事業を実施することが確実など必要と認め

られる場合は、請求に基づいて補助金の1/2以内を限度として概算払いすることがあります。

12 交付決定の取消及び補助金の返還

  次に掲げる事項に該当する場合は、交付決定の取り消し及び既に交付した補助金の一部又は

全部の返還を求めることがあります。この場合、返還金に係る加算金の納付や返還金の納付が

遅れた際は、遅延利息金の納付が必要です。

（１）提出期限など兵庫県が定める補助金交付要綱の規定に違反したとき

（２）補助金を補助対象事業以外の用途に使用したとき

（３）補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき

（４）偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき

13 補助事業者の義務

  補助金の交付決定を受けた場合は、次の条件を遵守しなければなりません。

（１）補助事業について、兵庫県が進捗状況の報告を求めた時は、速やかに報告しなければなら

ない。

（２）交付決定後、申請内容に変更が生じる際は、変更交付申請が必要な場合があるため、速や

かに県民局に協議しなければならない。

（３）補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え､かつ、収入及び支出につい

て証拠書類を整理し、補助事業が完了した年度の翌年度から５年間保存しなければならない。

14 応募手続

（１）申請書類の提出先

   兵庫県丹波県民局県民躍動室地域共創課 細井・岩城

    〒669-3309 兵庫県丹波市柏原町柏原６８８

   TEL：０７９５－７３－３７７９ FAX：０７９５－７２－３０７７

   E-mail: tambakem@pref.hyogo.lg.jp

（２）提出書類

   ①補助金交付申請書（様式第１号） ②収支予算書（別記） ③誓約書（様式第１号の２）

   ④事業計画書（別紙様式１） ⑤見積書等（写し） ⑥その他参考となる書類

   ※ 様式は「丹波県民局ホームページ」からダウンロードしてください。

     URL：https://web.pref.hyogo.lg.jp/tnk11/press/20260417.html

（３）提出方法

持参、郵送、電子メール ※ 持参の場合：受付時間 9:00～17:30（土日祝を除く）

郵送の場合：受付期間最終日必着


